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平成２３年３月３１日裁決

主文

○○○○○○○○保険組合理事長が、平成

○年○月○日付で、再審査請求人に対してし

た、後記第２の２の原処分は、これを取り消

す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、主文と同旨の裁決

を求めることである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、両側麻痺性内反尖足 (以下

「当該傷病」という。）矯正の治療用装具

としてプラスチック製短下肢装具（両足）

（以下「当該装具Ａ」という。）として、

購入に要した費用について、平成○年○

月○日（受付）、○○電子電気機器健康

保険組合（以下「保険者」という。）理

事長（以下「理事長」という。）に対し、

健康保険法（以下「法」という。）によ

る療養費（以下、単に「療養費」という。）

の支給を請求した。　･

２　理事長は、平成○年○月○日付で、請

求人に対し、「保険診療において、保険

医が治療上必要であると認めて、関節用

装具、コルセット等の治療用装具を業者

に作らせて患者に装着させた場合は、患

者が業者に対して支払った装具購入に要

した費用について、その費用の限度内で

療養費の支給を行う」こととし、「Ａ医

師の「装具使用証明書」から「予防目的」

のため装具を作成しており、治療用装具

の支給基準「疾病または負傷の治療遂行

上必要な範囲のもの (治療用装具 )」と

は認められないことから、治療用装具の

支給基準に該当しないため」との理由に

より療養費を支給しないとする旨の処分

（以下「原処分」という。）をした。

なお、保険者代理人が審理期日に陳述

した意見によると、請求人が平成○年○

月○日付で、当該傷病の治療のため「金

属支柱付短下肢装具（両足）」（以下「当

該装具Ｂ」という。）を作成したとして

療養費（治療用装具）の申請があったこ

とから、保険者が同年○月○日付でこれ

を請求人に支給済みであること、及び後

記審査資料１－２の当該装具Ａの使用証

明書中に「足部変形進行の予防目的に夜

間睡眠中に固定する」との記載があるこ

となどにより、不支給としたものと解さ

れる。

３　請求人は、原処分を不服とし、○○社

会保険事務局社会保険審査官に対する審

査請求を経て、当審査会に対し、再審査

請求をした。その理由の主旨は、「a 病

院では、内反尖足の治療を行う場合、歩

行用の金属支柱付装具と就寝時に装着す

るプラスチック製の装具の両方が必要で

あると診断されました。・・・プラスッチッ

ク製短下肢装具は治療用装具として必要

であると考えられます。」というもので

ある。

第３　問題点

１･･健康保険では、法第８７条に基づき、

保険者は、やむを得ないものと認めると

きは療養の給付等に代えて、療養費を支

給することができるとされ、治療用装具

については、疾病又は負傷の治療遂行上

必要不可欠な範囲のものについて療養費

の支給がなされているところである。

２　本件の問題点は、法第８７条に規定す

る療養費の支給要件に照らして、請求人

の当該装具Ａが、両内反尖足の治療上、

いわゆる治療用装具に該当せず、予防目

的であり、療養費の支給対象と認めるこ

とができないかどうかである。

第４　審査資料

「（略）」

第５　事実の認定及び判断

１　「略」

２　前記認定の事実に基づき、本件の問題

点を検討し、判断する。　　

(1)　健康保険では、傷病の治療に関し

ては、療養の給付（いわゆる現物給付）

を原則とし、現金給付である療養費の



支給は、療養の給付で果たすことがで

きない部分を補完するものとされてい

る。そして、療養費の支給対象となる

治療用装具の範囲については、保険者

は、従来、疾病又は負傷の治療遂行上

必要不可欠な範囲のものに限って認め

てきているところである。したがって、

治療用装具の給付は、保険医が治療上

必要であると認めて、疾病または負傷

の治療遂行のため、直接必要な範囲の

ものとして業者に作成せしめた場合に

限られるものである。

(2)･･前記１の (2)(3) によれば、請求人

は、麻痺性内反尖足に対し平成○年○

月○日、ｂ病院ｃ科にてアキレス腱延

長術（ホワイト法）を受け、同年○月

○日に a病院に転院し、当該傷病の手

術治療目標を達成するため、術後の早

期装具療法が必要とされ、入院中にＡ

医師の指示により、歩行介助用と足関

節変形改善用の使用用途の異なる２種

類の治療用装具 (短下肢装具 )を作成

し、療養費の支給請求を行ったもので

ある。

(3)･･歩行介助用の当該装具Ｂ･はすでに

療養費として支給されており、保険者、

請求人双方に争いはない。当該装具Ａ

が当該傷病の足関節変形改善用の治療

に必要なものか検討すると、前記１

の (2) によれば、Ａ医師は、当該装具

Ａは麻痺性内反尖足の手術後の早期の

装具療法の一環として、足関節変形を

改善するために夜間就眠時に必須のも

のであるとしているのであるから、当

該装具Ａは麻痺性内反尖足の手術後の

足関節変形の単なる変形予防目的のも

のではなく変形の改善を目的にしたも

ので、治療上欠かせないものと判断せ

ざるを得ない。また、直接治療に必要

な限度を超えて、日常生活や職業上の

利便性を求めた同一部位に対する同一

の目的の複数の装具としては当たらな

い。

(4)･ ･以上のとおりであるから、当該装

具Ａは治療用装具に該当すると認める

のが相当である。そうすると、原処分

は妥当ではなく、これを取り消さなけ

ればならない。

以上の理由によって、主文のとおり裁決す

る。


